




 

令和８年３月１日以降適用する単価の改定概要 

 

 

 

第 1 章 労務単価 

・山林砂防工 

・ハブ対策監視員 

 

 

上記単価を改定しました。 

 



（令和８年３月１日以降執行伺い決裁分より適用）

令 和 ７ 年 度

鹿児島県環境林 務部

森 林 土 木 事 業 設 計 単 価 表



１　はじめに

 

２　適　　用

令和８年３月１日以降

３　単価の取り扱い

①

②

　（２）掲載されていない資材の単価について

鹿児島県森林土木事業設計単価表について

　「鹿児島県森林土木事業設計単価表（公表版）」は，鹿児島県環境林務部発注の森林
土木事業の積算に用いる設計単価のうち，鹿児島県環境林務部が定めた設計単価の一
覧です。
　なお，４月１日以降に単価改定が生じた場合，改定のあった資材等の価格を太字で表
示し，改定資材掲載頁のみ掲載します。

　（１）掲載資材について

　取引事例が著しく少ない場合等については，適正な価格が調査できないため，
単価を設定せず「―」と表記しています。

　農政部が制定した設計単価表を準用している単価については，「空白」としてい
ます。

    　 　鹿児島県で他に制定されている建設資材等の単価表（土木部，農政部）を準用してい
　　　 ます。

　（３）その他の資材単価等の取り扱いについて

　当該単価表に明記されていないその他の必要事項については，「公共事業設計単価表
（鹿児島県土木部）第２章 資材単価の取り扱いについて」を準用しています。
　ただし，「３（２）（ロ）特別調査による場合」については，適用していません。
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 １　労務単価

単　価
職　　　　種 労　務　単　価

コード （単位：円／人）

TR0001 山林砂防工 29,700

TR0002 ハブ対策監視員 11,300

注）当該単価は，令和８年３月１日以降執行伺い決裁分から適用中である
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